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■不当表示広告調査とは

　不当表示は商品の内容・価格など、実際のものよりも良く見せる表示のことで、景品表示法で禁

止されています。埼玉県は2007年度から県内の大学、2009年度から高校と連携して不当表示広

告の調査を行い、学生・生徒が調査した結果をもとに、県が違反事業者に対する是正指導を行って

います。

　調査を通じて、次代を担う大学生、高校生が不当表示等に関する正しい知識を得ることにより、

消費者トラブルの未然防止を図ることを目的としています。2021年度には、「県の是正指導を通

じて、大学生、高校生が悪質事業者の是正に貢献し、社会を動かす力を持っていることを実感す

る」ことも本調査の目的に追加されました。

■取組のきっかけ、経緯

　私は2011年に前任校で本調査に取り組みました。子供たちが未来社会を切り拓いていくために

は、世の中にあふれる情報を多面的・多角的に吟味し見定め、主体的に考え行動していく力が必要

不可欠です。本調査は単に表示の見方や騙されないための対策法を学ぶだけではなく、世の中の不

正を正し、消費者市民社会の担い手として責任ある行動の育成につながると感じ、本校でも2020

年度から県に依頼して取り組んでいます。

■本校の家庭科における消費者教育

　本校の家庭科は１、２年次に「家庭総合」を合計４単位設置しています。１年次では、２学期後

半～３学期に消費生活分野の授業を行っており、契約に関する基本的なことを学習した後に、本調

高校生が悪質事業者の是正に貢献！
　埼玉県と学校が連携・協働した実践的な消費者教育事例

池垣陽子埼玉県立蓮田松韻高等学校　教諭

　より効果的な「実践的な消費者教育」の好事例として、学校での授業に留まることなく、行政と
学校が連携・協働して行っている、画期的な取組をご紹介します。高校生が「不当表示広告調査」
に取り組むことによって得られた様々な効果とは？　主導者のお一人である池垣先生にお話を伺い
ました。
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査に取り組みました。若者の消費者トラブルの多くはインターネットがきっかけであるため、ス

マートフォンやタブレットを使い、SNSを中心に不当表示広告の調査を行いました。普段SNSに

出てくる広告はスキップして真剣に見ることはあまりない生徒も、批判的な視点で広告を読み解く

と、実は本当かどうか疑わしい表示が身近にあることに気付くことができました。

　２年次では、衣生活、食生活の内容と持続可能な消費生活・環境を相互に関連付け、自らの消費

の選択に持続可能性やエシカルを意識させる授業を展開しています。2021年度は、18歳で成年

となる最初の世代である２年次の生徒が、２年連続して本調査に取り組みました。一度きりの学習

では、時間の経過とともに学習内容を忘れてしまいます。テーマを変えて繰り返し学習することで

批判的思考力の定着を図り、主体的に社会に関わる力を育むことをねらいとして、単発で実施しま

した。ここでは、2021年11月に実施した、２年次の授業についてご紹介します。

■2年次の授業について

⑴　題材名　　不当表示広告調査　～県消費生活課との連携授業～

⑵　指導目標

・不当表示の実例から、疑わしい表現のポイントを理解する。

・�不当表示広告について、批判的思考をもとに分析・調査することを通して消費者被害を未然に防

止する力を身に付ける。

・�課題の解決に向けた一連の活動について主体的に取り組み、不正義を正す消費者市民として行動

しようとする。
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⑶　学習指導案（50分×2コマ連続授業）

T1：教員/T2：県消費生活課職員（講師（県職員）のフォローを教師が行う）

時間 学習内容 学習活動 指導上の留意点／○評価

導入
10分

・�消費者被害の心理
的要因分析

・�「だまされやすさ心理チェッ
ク」に取り組み、誰もが消費
者被害に遭うおそれがあるこ
とに気付く。
・�トラブルに遭った時の心理傾
向を把握する。

T2・昨年度実施の調査を振り
返らせる。
T1/T2・他人事ではなく自分
ごととして捉えさせる。

展開
70分

・�広告の見方（景品
表示法・優良誤
認・有利誤認）

・�不当表示の実例から、疑わし
い表示のポイントを知る。

T2・実際に行政処分された事
例を多く紹介して、広告を見る
際の注意点を理解させる。

・�不当表示広告調査 ・�スマホやタブレットを使い、
普段見ているYouTubeなどの
動画共有プラットフォームや
InstagramなどのSNS、商品
検索から商品の性能や効能、
サービスの内容について実際
のものよりも良く思わせる表
示（優良誤認表示）の商品・
サービスを調べる。

T1/T2・机間指導を行い、助
言して調査を支援する。
T1・疑わしい表示箇所はスク
リーンショットをして手元に情
報を残させ、Google�Classroom
に提出させる。
○�疑わしい表現のポイントを理
解している。

○�批判的思考をもとに広告を分
析し、調査している。

まとめ
20分

・発表 ・�疑わしいと思われる表示を指
摘しながら、調査結果を説明
する。

T1・消費者市民として、不正
義を見抜き、行動することの重
要性を確認する。
○�課題の解決に向けて主体的に
取り組もうとしている。

・振り返り ・�学習内容を振り返り、ワーク
シートに感想などを記入する。

※次時の授業で調査票に調査事項をまとめ、県に提出する。

■授業展開について

【導入】

　主に県消費生活課の職員が講義を行い、教員はフォロー役としてサポートに入りました。最初

に、前年度の調査では、19事業者に対して文書による行政指導を行い、全て表示が改善されたこ

とが伝えられました。昨年度の自分達の報告をもとに、県が事業者への指導を行ったことを、指導

をした県職員から直接話を聞くことで、生徒のやる気を高めます。

　その後、消費者庁の「だまされない心理チェック」に取り組み、誰もが消費者被害に遭うおそれ

があること、トラブルに遭った時の心理傾向に気付かせ、消費者被害を自分ごととして捉えさせる

ようにしました。

学習課題：
不当表示の疑いがある広告を調べ、消費者市民社会の形成に参画しよう

https://www.caa.go.jp/future/project/project_001/material/
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授業の導入スライド

【展開】

　景品表示法の概要をおさらいした後、実際に行政処分された事例をもとに、より具体的に不当表

示について理解を深めさせました。クイズを出題して確認するなどして飽きないよう、テンポよく

進めます。その後、生徒各自のスマホなどを使い、普段見ている動画共有プラットフォームや

SNS、商品検索から、商品の性能や効能、サービスの内容について実際のものよりも良く思わせ

る優良誤認表示の商品・サービスを調べさせました。前年度の調査で報告の多かった有利誤認表示

はあえて調査対象外としたことで難易度は上がりましたが、批判的思考力を高め、広告の正しい読

み取り方を定着させることができたと感じます。また、ポイントを絞ることで、前年度よりも調査

の精度が上がりました。

　疑わしい表示箇所はスクリーンショットをして、Google�Classroom（課題の一元管理ができる

教育支援ツール）に提出させます。これは、後日記入する報告書とともに県に提出する、重要な情

報となります。ICTを活用することで効率よく調査を進めることができ、調査票をとりまとめる教

員の負担軽減にもつながりました。
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授業の展開スライド「広告の見方」

生徒記入のワークシート
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調査をしている様子

【まとめ】

　各クラスで１～２名の代表生徒が、調査結果を発表しました。例えば、マウスウォッシュの広告

について、「15秒で息をきれいにしてお口の悩みが解消されるとは思えない」と指摘するなど、広

告に書かれている情報を細かに分析したことをクラス全体で共有しました。最後に教員から、消費

者市民として不正義を見抜き、行動することの重要性を確認し、授業を終了しました。

授業のまとめで発表している様子
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調査票記入例
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【考察】

　調査には２年次5クラス178名が参加し、158件の報告がありました。授業後の振り返りにお

いて、「自分の不当表示広告調査が消費者被害の拡大を防ぎ、誰もが安心・安全に暮らすことがで

きる社会の実現につながることを意識して調査できたか」との問いに対し、「よくできた」は

49%、「できた」は35%でした。「不当表示広告調査をして、情報があふれている現代では身近な

ところに危険がひそんでいるということが分かりました。今回は授業で調査を行ったので、まだ自

分が社会を変えたという実感はあまりわかなかったけれど、今度色々な広告を目にする機会が増え

ると思うので、その時によく情報を確認し、おかしいと思ったら迷わず報告するようにしたいと思

いました」、「大人が見つけるのではなく、高校生の私たちが見つけることによって、自分たちが大

人になっても被害に遭わなくてすむことにもつながったり、社会を変えられるということを実感し

ました」といった感想が寄せられました。教室内で学びを完結するのではなく、実際に行政指導を

行っている県と連携することで、社会への参加意欲を高めることにつなげられたという手ごたえを

感じました。

　なお、県や県民にとっても有益であるのが、この不当表示広告調査の特徴です。県としては、行

政処分や行政指導につながる情報を得ることができるというのが一番のメリットです。県民には、

調査に参加した大学生や高校生のおかげで不当表示広告に接する機会が少なくなり、消費者トラブ

ルに遭うおそれが減ることが挙げられます。自分の子どもが調査に参加していた場合、家庭での会

話を通して保護者が不当表示を学ぶことにもつながります。まさに、Win-Winの関係を構築するこ

とができるといえます。
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「令和３年度消費者教育フェスタin東京」（2022年2月10日実施）における埼玉県県民生活部
消費生活課の実践事例報告スライドより

　「令和３年度消費者教育フェスタin東京」（令和４年２月10日開催）において、県職員が不当表示広告調査
について実践事例報告を行い、本校を含む授業の取組が紹介されました。詳しくは、文部科学省のHPに掲載
されている議事録をご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1407582_00004.htm

■工夫した点、苦労した点

　専門機関と連携した授業を行う際には、授業の目標を講師と必ず共有します。そして、専門的知

識を持った講師と、教えるプロである教員の互いの強みを生かし、生徒が実感を持って学び、理解

を深めることができるよう熟慮と議論を重ね、協働して内容を構成します。生徒の生活や学習状

況、理解度を把握しているのは、普段生徒に教えている教員です。県職員とは密に連絡を取り、授

業の進め方や資料の修正を細かくお願いしました。学校の実情を理解してくださり、柔軟に対応い

ただけたこと、同じ目標に向かって意気投合して進められたことで、市場経済の中で批判的に物事

を捉え、主体的に社会と関わる力を育むことができたと感じています。

　学校は目の前に取り組むべき課題が山積し、限られた授業時間数で多くの学習内容を教えている

ため、物理的にも精神的にも余裕がありません。丁寧な事前準備が授業成功の鍵ですが、教員の長

時間労働は社会問題ともなっています。また、行政も学校も、担当者の力量が大きいのが実情で

す。消費者被害拡大防止だけではなく、若者の社会参画にもつながる本実践がロールモデルとな

り、人が入れ替わっても持続可能なものとして今後も発展していけるよう、不当表示広告調査が県

内だけでなく全国でも広がっていくことを切に願っています。

　なお、ここでは家庭科の授業に位置付けた実践を紹介しましたが、公民科や情報科、総合的な探

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1407582_00004.htm
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究の時間で取り組む学校など、様々な場面で取り組まれています。詳細は、埼玉県のHPをご覧く

ださい。

※埼玉県　景品表示法のページ（不当表示の処分指導・啓発について）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/jigyousyasido/keihouhou2.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/jigyousyasido/keihouhou2.html

